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平
成
27
年
度
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ス
ク
ー
ル
開
催

  

講
話
や
障
が
い
の
疑
似
体
験
、

実
際
の
支
援
体
験
を
通
し
て
、
障

が
い
の
あ
る
児
童
生
徒
の
理
解
を

深
め
、
本
校
児
童
生
徒
や
障
が
い

児
・
者
を
支
援
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
育
成
を
目
的
と
し
た
講
座
を

開
催
し
ま
す
。

■
実
施
機
関

６
月
〜
11
月
（
全
６
回
）

■
対
象
者

障
が
い
児
・
者
へ
の
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
に
興
味
が
あ
る
高
校
生

以
上
の
方

■
場
所

県
立
栃
木
特
別
支
援
学
校

■
募
集
期
間

５
月
１
日
㈮
〜
22
日
㈮

※ 

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

県
立
栃
木
特
別
支
援
学
校

☎
０
２
８
２（
24
）７
５
７
５

写
経
体
験
教
室

開
催
の
お
知
ら
せ

か
つ
て
は
仏
教
の
修
行
の
ひ
と

つ
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
写
経
を

体
験
す
る
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

初
心
者
向
け
の
講
座
で
す
。

■
日
時

５
月
26
日
㈫

午
前
の
部
：
10
時
〜
正
午

午
後
の
部
：
午
後
１
時
30
分
〜

　

３
時
30
分

■
場
所　

下
野
薬
師
寺
歴
史
館

■
内
容　

椅
子
に
座
っ
て
、
下

書
き
の
あ
る
紙
に
筆
ペ
ン
を
使

っ
て
書
き
ま
す
。

■
参
加
費　

１
０
０
円

■
対
象　

子
ど
も
か
ら
大
人
ま

で　
（
静
か
に
取
り
組
め
る
方
）

■
定
員　

各
回
８
名
ま
で

■
申
込
期
間　

５
月
13
日
㈬
午

前
９
時
〜
24
日
㈰

※ 

定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

下
野
薬
師
寺
歴
史
館

　

☎（
47
）３
１
２
１

民生委員児童委員は、
皆さんと同じ地域に暮らす
最も身近な相談相手です。

民生委員児童委員は、皆さんに福祉全般に
関する様々な悩みや問題が生じたときに、皆
さんの立場になって力になってくれる身近な
相談相手です。また、地域福祉の推進活動に
おいても活躍しています。現在、下野市では
108名の民生委員児童委員が厚生労働大臣か
ら委嘱され、市内の各地域で活動しています。
民生委員児童委員は、報酬を受けずに活動
する委嘱ボランティアで、民生委員法に基づ
き地域福祉推進のために幅広い活動を行って
います。また、児童福祉法により児童委員を
兼ねており、児童健全育成や児童福祉に関す
る活動も行います。さらに、委員の中には児
童委員活動を一層充実させるために、子ども
や子育てに関する相談を専門的に担当する６
人の主任児童委員がいます。

民生委員児童委員は、地域に暮らす皆さん
の心配ごとなどの解決を図ります。必要に応
じて専門機関や福祉サービスの案内をし、皆
さんと行政機関等とのパイプ役を務めます。
また、民生委員児童委員には守秘義務（民生
委員法第15条）があります。相談内容の秘密
を守り、個人情報やプライバシーの保護に配
慮した支援活動を行っていますので、安心し
てご相談ください。

※ 民生委員児童委員はそれぞれ担当地区（受
け持ち地区）があります。お住まいの地区
の民生委員児童委員がわからないときは
社会福祉課までお問い合わせください。

■問い合わせ先　社会福祉課☎（52）1112

■5月12日は民生委員児童委員の日です。
大正６年５月12日、今の民生委員制度の基になった「済世顧問員制度」が発足しました。
この創設の日を記念し、全国の民生委員児童委員が社会福祉の増進に取り組む決意を新た
にする日として、昭和52年、民生委員の日が制定されました。
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